
国
民
年
金
に
加
入
す
る
と
き
は
届
出
が
必

要
で
す
。
特
に
、
お
勤
め
先
を
退
職
し
、
厚

生
年
金
（
共
済
組
合
）
の
被
保
険
者
で
な
く

な
っ
た
と
き
や
、
収
入
増
や
離
婚
等
の
た
め
、

配
偶
者
の
扶
養
を
外
れ
た
と
き
は
、
届
出
を

忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
届
出
忘
れ
に
よ

り
、
将
来
の
年
金
受
給
に
必
要
な
納
付
済
期

間
等
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
り
、
万
が
一
の

障
が
い
や
死
亡
に
よ
る
障
害
年
金
や
遺
族
年

金
の
受
給
が
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
届
出
を
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
引
き
続
き
、
厚
生
年
金
（
共
済
組

合
）
の
被
保
険
者
や
、
厚
生
年
金
（
共
済
組

合
）
被
保
険
者
の
配
偶
者
と
し
て
扶
養
さ
れ

る
場
合
は
、
役
場
へ
の
届
出
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
（
１
日
で
も
間
が
あ
く
場
合
は
、
国

民
年
金
へ
の
加
入
が
必
要
で
す
）

◆
手
続
き
の
際
、
必
要
な
物

・
年
金
手
帳　

・
認
印　

・
資
格
喪
失
日
（
認
定
解
除
日
）
が
わ
か

る
も
の
（
脱
退
証
明
書
・
離
職
票
等
）

＊
国
民
健
康
保
険
に
同
時
に
加
入
す
る

場
合
は
、
「
脱
退
証
明
書
」
等
（
加

入
し
て
い
た
保
険
証
の
記
号
番
号

等
・
資
格
喪
失
（
認
定
解
除
）
日
・

扶
養
家
族
の
状
況
を
記
載
し
、
事
業

主
ま
た
は
保
険
者
が
証
明
し
た
も

の
）
が
必
要
で
す
。

＊
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
申
請
免
除
や
納
付
特
例
の
制
度
が
利

用
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き
の

際
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
、
日
本
に
住
む
全
て
の
人
が
加
入
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
加
入
の
種
類

は
３
つ
に
わ
け
ら
れ
ま
す
。

●
第
１
号
被
保
険
者 

… 

自
営
業
・
学

生
・
フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
（
第
２
号
、

第
３
号
以
外
の
人
）

●
第
２
号
被
保
険
者 

… 

会
社
員
・
公

務
員
な
ど
（
厚
生
年
金
（
共
済
組

合
）
の
加
入
者
）

●
第
３
号
被
保
険
者 

… 

専
業
主
婦

(

夫)

（
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
）

＊
役
場
で
手
続
き
を
す
る
の
は
、
第
１

号
被
保
険
者
の
方
で
す
。
こ
こ
で
い

う
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
は
、
第
１
号
被
保
険
者

と
な
る
（
第
２
号
や
第
３
号
か
ら
変

わ
る
）
場
合
の
こ
と
で
す
。

国民年金の届出はお忘れなく
和歌山西年金事務所　国民年金課　☎０７３−４４７−１６８８

湯浅町役場　住民環境課　国保年金係　☎６４−１１０２

偶数月の第１水曜日は出張年金相談の日
　次回の出張年金相談は10月５日（水）です。相談は予約
制となっていますので、和歌山西年金事務所へ予約をしてく
ださい。その際、相談内容をお伝えいただいたうえで、相談
に必要な書類を確認するようにしてください。皆さまのご利
用をお待ちしています。

　　 日 時  １０月５日（水）
 １０：００～１５：００

　　 場 所  湯浅町役場　１階多目的室
　　 予約電話番号  ☎０７３－４４７－１６６０
 （和歌山西年金事務所 お客様相談室）

88平成28年9月


